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《福祉教育》
　吹田市社会福祉協議会が実施する福祉教育は、市内の小中学生を対象にアイ
マスク体験や車いす体験、障がい当事者の講話などを通じて、「ふだんのくら
しのしあわせ」について学び、自分たちにできることを考えるきっかけづくり
を進めています。また、「ふ・く・し」は高齢者や障がい者のためだけではなく、
自分たちの身近な生活の中にあることも伝えています。さらに、体験学習だけ
で終わらせず、「誰もが安心して暮らせるまちってどんなまち？」「自分たちに
できることは？」をテーマに児童・生徒が意見交換をし、地域の一員としてよ
り主体的に生活できるような場づくり（すいこれin小中学校）にも取り組んで
います。
　吹田市社会福祉協議会が推進している福祉教育の強みは、地域とつながる福
祉教育として地区福祉委員会をはじめとするボランティア、そして福祉施設な
ど多くの方々と共に福祉教育に取り組んでいる点にあります。ボランティアや
福祉施設職員との交流を通じて「こんな活動をしている人が身近にいるんだ」
「こんな福祉施設があったんだ」など、子供たちにとって、たくさんの学びや気
づきを得る場、福祉への関心を高める機会となっています。
　新型コロナウイルス感染症の流行により、これまでの取組が中断されること
もありましたが、接触や密集を避ける方法を検討しながら、コロナ禍でも「ふ・
く・し」について学ぶ場の確保を学校やボランティアと話し合いながら進めて
きました。例えば、アイマスクや白杖などの道具を使わない体験や、オンライ
ンを活用して当事者の講話を聞く方法に変更し、「ふ・く・し」について伝えて
きました。
　コロナ禍だからこそ、他者を思いやり、違いを理解し、認め合いながら「誰も
が安心して暮らせるまち」を共に考える福祉教（共）育を一層進めていきます。

columnコ ラ ム

施策の方向１ 権利擁護の推進

1  高齢者や障がい者 ( 児 ) 等への理解の促進

　住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地
域住民一人ひとりがお互いの個性を認め、尊重すること
が大切です。医療や介護が必要となっても、障がいがあっ
てもなくても、地域の一員として暮らしていけるよう、
認知症や障がいなどへの理解を促進する取組を進めます。

●認知症サポーター養成事業
●障害者基幹相談支援センター事業
●成年後見制度利用支援事業
●障害者生活支援事業
　　　　　　　　　　など

取組の方向性 関連する主な事業

基本目標 2 総合的支援のネットワークの構築
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■評価指標（具体的な指標値は「別冊資料」38 ページ参照）

●認知症サポーターの養成者数（累計）
●障がい者週間記念事業の啓発行事への参加者数
●成年後見制度の認知度
●日常生活自立支援事業利用者数

2  成年後見制度の利用促進　～吹田市成年後見制度利用促進計画～

　成年後見制度は、 認知症、知的障がいや精神障がいな
どで判断能力が不十分な人の権利や財産を守る援助者を
選ぶことで、 その人の生活を法律的に支援するための制
度です。 この制度は、地域共生社会の実現に向けても重
要であり、 2016 年 5 月に「成年後見制度の利用促進に
関する法律」が施行されるなど、国全体として成年後見
制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進
していくことが求められています。
　本市では、 ちらしの作成・配布などにより、 制度の普
及・啓発に努めていますが、 市民アンケートの結果では、
制度を知らないと回答した人は 61.6％となっています。
また、 制度の利用意向がある人の多くは「家族・親族に
援助者になってほしい」と考えており、 制度の利用意向
がない人では「制度を使わずとも家族がいる」と考えて
いる人が最も多い状況であり、 制度の利用意向の有無に
関わらず家族に支援を求める傾向が見られます。
　しかしながら、少子高齢化の進行とともに、 ひとり暮
らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中で、 認知
症などで判断能力が不十分となった人を家族だけで支援
することは難しくなると推測されます。 また、 知的障が
いや精神障がい者（児）の親亡き後の生活に不安を抱え
る人がいる状況があります。
　このような状況を踏まえ、 本項目を「吹田市成年後見
制度利用促進計画」に位置付け、 権利擁護支援の地域連
携ネットワークの中核となる機関の整備等、 成年後見制
度の利用促進に必要な機能について検討を進めます。

●成年後見制度利用支援事業
●障害者生活支援事業
●地域福祉活動推進事業
　　　　　　　　　　など

取組の方向性 関連する主な事業

重点施策

《成年後見制度と日常生活自立支援事業》
　成年後見制度は、 認知症、 知的障がい、 精神障がいなどで判断能力が不十分
な方（本人）の権利を守る援助者を選ぶことで、 本人の生活を法律的に支援す
る仕組みです。  成年後見制度には、 法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、 本人の判断能力が不十分になった後、 家庭裁判所によって法
的に権限を与えられた後見人などが選ばれる制度です。 任意後見制度は、 本人
に十分な判断能力があるときに、 あらかじめ支援してくれる人（任意後見人）
と支援してもらう内容を自分で決め、 公正証書により契約（任意後見契約）を
結んでおく制度で、 本人の判断能力が低下した際に、 家庭裁判所で任意後見監
督人が選任されて初めて契約の効力が生じます。

　日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でないために、自分で福祉サービス
利用などを決めることが不安な方やお金の管理に困っている方が、地域で自立して
生活できるようにお手伝いする事業です。事業のサービス内容は、　①福祉サービス
の利用援助　②日常的金銭管理　③通帳や証書類、はんこなどのお預かりです。 
利用契約後、市町村社会福祉協議会の専門員と生活支援員が本人の生活を
サポートします。

後見

保佐

補助

判断能力が全くない
（普段の買い物も自分では
できない）

すべての法律行為を取り消したり、本人
の代わりに行うことができます。
※日常生活に関する行為は取り消すこと
ができません。

重要な法律行為について同意又は取消し
をしたり、特定の法律行為を本人の代わ
りに行うことができます。

特定の法律行為について同意又は取消し
をしたり、本人の代わりに行うことがで
きます。

法
定
後
見
制
度

任
意
後
見
制
度

判断能力が著しく不十分
（普段の買い物はできるが、
重要な取引はできない）

判断能力が不十分
（普段の買い物はできるが、
重要な取引は一人では不安）

判断能力が十分ある
（今は大丈夫だが、これから
先のことが不安）

本人の状態 類型 同意（取消し）・代理できること
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■評価指標（具体的な指標値は「別冊資料」38 ページ参照）

●認知症サポーターの養成者数（累計）
●障がい者週間記念事業の啓発行事への参加者数
●成年後見制度の認知度
●日常生活自立支援事業利用者数

2  成年後見制度の利用促進　～吹田市成年後見制度利用促進計画～

　成年後見制度は、 認知症、知的障がいや精神障がいな
どで判断能力が不十分な人の権利や財産を守る援助者を
選ぶことで、 その人の生活を法律的に支援するための制
度です。 この制度は、地域共生社会の実現に向けても重
要であり、 2016 年 5 月に「成年後見制度の利用促進に
関する法律」が施行されるなど、国全体として成年後見
制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進
していくことが求められています。
　本市では、 ちらしの作成・配布などにより、 制度の普
及・啓発に努めていますが、 市民アンケートの結果では、
制度を知らないと回答した人は 61.6％となっています。
また、 制度の利用意向がある人の多くは「家族・親族に
援助者になってほしい」と考えており、 制度の利用意向
がない人では「制度を使わずとも家族がいる」と考えて
いる人が最も多い状況であり、 制度の利用意向の有無に
関わらず家族に支援を求める傾向が見られます。
　しかしながら、少子高齢化の進行とともに、 ひとり暮
らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中で、 認知
症などで判断能力が不十分となった人を家族だけで支援
することは難しくなると推測されます。 また、 知的障が
いや精神障がい者（児）の親亡き後の生活に不安を抱え
る人がいる状況があります。
　このような状況を踏まえ、 本項目を「吹田市成年後見
制度利用促進計画」に位置付け、 権利擁護支援の地域連
携ネットワークの中核となる機関の整備等、 成年後見制
度の利用促進に必要な機能について検討を進めます。

●成年後見制度利用支援事業
●障害者生活支援事業
●地域福祉活動推進事業
　　　　　　　　　　など

取組の方向性 関連する主な事業

重点施策

《成年後見制度と日常生活自立支援事業》
　成年後見制度は、 認知症、 知的障がい、 精神障がいなどで判断能力が不十分
な方（本人）の権利を守る援助者を選ぶことで、 本人の生活を法律的に支援す
る仕組みです。  成年後見制度には、 法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、 本人の判断能力が不十分になった後、 家庭裁判所によって法
的に権限を与えられた後見人などが選ばれる制度です。 任意後見制度は、 本人
に十分な判断能力があるときに、 あらかじめ支援してくれる人（任意後見人）
と支援してもらう内容を自分で決め、 公正証書により契約（任意後見契約）を
結んでおく制度で、 本人の判断能力が低下した際に、 家庭裁判所で任意後見監
督人が選任されて初めて契約の効力が生じます。

　日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でないために、自分で福祉サービス
利用などを決めることが不安な方やお金の管理に困っている方が、地域で自立して
生活できるようにお手伝いする事業です。事業のサービス内容は、　①福祉サービス
の利用援助　②日常的金銭管理　③通帳や証書類、はんこなどのお預かりです。 
利用契約後、市町村社会福祉協議会の専門員と生活支援員が本人の生活を
サポートします。

後見

保佐

補助

判断能力が全くない
（普段の買い物も自分では
できない）

すべての法律行為を取り消したり、本人
の代わりに行うことができます。
※日常生活に関する行為は取り消すこと
ができません。

重要な法律行為について同意又は取消し
をしたり、特定の法律行為を本人の代わ
りに行うことができます。

特定の法律行為について同意又は取消し
をしたり、本人の代わりに行うことがで
きます。

法
定
後
見
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後
見
制
度

判断能力が著しく不十分
（普段の買い物はできるが、
重要な取引はできない）

判断能力が不十分
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判断能力が十分ある
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先のことが不安）

本人の状態 類型 同意（取消し）・代理できること
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